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○ 「一般財源総額実質同水準ルール」に基づく毎年度の予算編成の結果、地方の一般財源総額は、消費税率の引上げに伴う社
会保障の充実や偏在是正効果に相当する分等を除き、同水準で維持されている。

○ この結果、地方の安定的な財政運営に必要な財源を確保しつつ、国や地方の税収増加に伴って近年においては折半対象財源
不足額が解消することも増えており、臨時財政対策債は減少している。
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（注） 「歳出特別枠等」には、地方再生対策費、地域活性化・雇用等対策費、まち・ひと・しごと創生事業費、地域社会再生事業費、地域デジタル社会推進費が含まれる。

＜地方財政計画における歳出・歳入の推移＞ ＜平成23年度から令和４年度の歳出・歳入の増減内訳＞
【歳 出】 【歳 入】
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【純計】+8.1
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25.0

○ 一般財源総額実質同水準ルール導入(平成23年度)後の歳出・歳入の増減の内訳を見ると、歳出・歳入の各項目は(補助事業
と国庫支出金以外は)紐づいているわけではないものの、概括的にとらえれば、

① 一般財源総額実質同水準ルールの下、景気に伴う地方税収等(消費税率引上げ分除き)の伸び(＋5.1兆円)が、地方交付税
と臨時財政対策債の減(▲4.7兆円)に繋がっている。

② 歳出の伸びの筆頭は、高齢化に伴う社会保障経費等の一般行政経費(補助等)の伸び(＋8.0兆円)。これらの歳出の伸びから、
公債費・給与関係費の減(▲3.1兆円)を除いた歳出の純増は＋8.1兆円であり、これを、消費税率の引上げによる増収(＋3.9兆
円)や、国庫支出金の増(＋2.7兆円)などの歳入増で賄っている、とも捉えられる状況。

○ 今後も地方財政を健全化させていくためには、一般行政経費(補助等)の伸びを抑制していくことなどが重要。

+8.0一般行政経費 ①

②

一般財源総額実質同水準ルール導入後の地方財政計画の内訳の変化
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Ⅰ. 新型コロナウイ
ルス感染症の
拡大防止

18.6 兆円

Ⅱ. 「ウィズコロナ」
下での社会経
済活動の再開
と次なる危機
への備え

1.8 兆円

Ⅲ. 未来社会を切
り拓く「新しい
資本主義」の
起動

8.3 兆円

Ⅳ. 防災・減災、
国土強靱化の
推進など安
全・安心の確
保

2.9 兆円

Ⅰ. 新型コロナウイルス
感染症の拡大防止
策

4.4 兆円

Ⅱ. ポストコロナに向け
た経済構造の転
換・好循環の実現

(1) デジタル改革・
グリーン社会の実現

2.8 兆円

(2) 経済構造の転換・
イノベーション等に
よる生産性向上

2.4 兆円

(3) 地域・社会・雇用に
おける民需主導の
好循環の実現

6.5 兆円

Ⅲ. 防災・減災、国土
強靱化の推進など
安全・安心の確保

3.1 兆円

補正追加額合計 25.6 兆円

(1) 雇用調整助成
金の拡充等

0.5 兆円

(2) 資金繰り対応
の強化

11.6 兆円

(3) 家賃支援給付
金の創設

2.0 兆円

(4) 医療提供体制
等の強化

3.0 兆円

(5) その他の支援 4.7 兆円

(6) 新型コロナウ
イルス感染症
対策予備費

10 兆円

令和２年度以降の補正予算について

補正追加額合計 19.2 兆円

(1)感染拡大防止策
と医療提供体制
の整備及び治療
薬の開発

1.8 兆円

(2)雇用の維持と事
業の継続

19.5 兆円

(3)次の段階として
の官民を挙げた
経済活動の回復

1.8 兆円

(4)強靭な経済構造
の構築

0.9 兆円

(5)新型コロナウイ
ルス感染症対策
予備費

1.5 兆円

2年度１次補正 2年度２次補正 2年度３次補正（R2.4.30成立） （R2.6.12成立） （R3.1.28成立）

－事業再構築補助金、
持続化補助金 等

－資金繰り支援、Go Toトラベル、
雇用調整助成金、緊急小口資金 等

－医療提供体制の確保、医療
機関支援 等

3年度補正
（R3.12.20成立）

補正追加額合計 31.6 兆円補正追加額合計 31.８ 兆円

－医療提供体制の確保、事業
や生活・暮らしの支援 等

－新たなGo Toトラベル事業、
ワクチン・治療薬の研究開発・
生産体制の整備 等

（R3.12.20成立）

1. 原油価格高
騰対策

1.2 兆円

2. 今後への
備え

(1) 一般予備費 0.4 兆円

(2) 新型コロナウ
イルス感染
症及び原油
価格・物価
高騰対策予
備費

1.1 兆円

4年度補正

補正追加額合計 2.7 兆円

（R4.5.30成立）

－燃料油価格激変緩和事業 等
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新型コロナ対応に伴う新型コロナ・物価予備費の使用について

閣議決定日 事項 金額

5月19日（火） 学生支援緊急給付金 531

5月26日（火）
医療用マスク・ガウン等の優先配布 1,680

診療報酬上の特例的な措置 159

8月 7日（金）

持続化給付金 9,150

個人向け緊急小口資金等の特例貸付 1,777

検疫体制の強化 330

9月 8日（火） ワクチンの確保 6,714

9月15日（火）

検査体制の抜本的な拡充 131

医療提供体制の確保 11,946

ワクチンの確保等 948

個人向け緊急小口資金等の特例貸付等 3,361

10月16日（金）

雇用調整助成金の特例措置 4,391

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金 860

農林漁業者の経営継続補助金 241

12月11日（金）
ひとり親世帯臨時特別給付金 737

Ｇｏ Ｔｏ トラベル 3,119

12月25日（金）
更なる病床確保のための緊急支援 2,693

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 2,169

1月15日（金） 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 7,418

2月 9日（火）

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 8,802

一時支援金 2,490

PCR検査（モニタリング検査）による感染拡大の端緒の早期探知 81

3月23日（火）

個人向け緊急小口資金等の特例貸付 3,410

子育て世帯生活支援特別給付金 2,175

新型コロナウイルス感染症対応休業給付金 294

孤独・孤立対策に取り組むNPO等への支援 46

政府による対策の広報の強化 50

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 15,403

コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金 315

閣議決定日 事項 金額

4月30日（金） 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 5,000

5月14日（金） ワクチンの確保 5,120

8月27日（金）

ワクチン接種の促進 8,415

適切な患者療養の確保（治療薬の確保等） 2,373

検疫体制の確保 241

緊急雇用安定助成金等 841

緊急小口資金等の特例貸付 1,549

コロナ禍で公演を延期した音楽・演劇等に関する開催支援 627

コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 180

11月26日（金） 子育て世帯に対する給付（仮称） 7,311

3月25日（金）

ワクチンの確保 6,670

治療薬の確保 4,397

抗原検査キットの確保 929

検疫体制の確保 1,479

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 1,054

●令和２年度使用実績 ●令和３年度使用実績

●令和４年度使用実績

（億円） （億円）

（億円）
閣議決定日 事項 金額

4月28日（木）

新型コロナや原油価格の高騰等を踏まえた環境に配慮した持続
可能な観光の推進

90

中小企業等事業再構築促進事業 1,000

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 2,043

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 11

孤独・孤立に悩む方々に各種支援策を届けるための体制強化等 10

孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等への支援 7

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,000

大学生等への新型コロナウイルスワクチン接種促進事業 10

7月29日（金）
電気利用効率化促進対策事業 1,784

肥料価格高騰対策事業 788

9月20日（火）

飼料価格高騰緊急対策事業 504

燃料油価格の激変緩和事業 12,959

タクシーLPガス価格の激変緩和事業 70

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,000

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 8,540

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 8,266

自衛隊燃料費（航空機・艦船） 507
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国と地方の歳出（令和元年度・２年度の比較）

○ 令和元年度から令和２年度にかけて、新型コロナ対応のために国・地方ともに事業費が大きく伸びている。ただし、地方が行った事
業については国からの多額の財政移転がなされていたことに留意。

（単位：兆円）
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学校教育費 社会教育費等 民生費 年金関係 衛生費 住宅費等 公債費 その他

増要因：特別定額給付金 等 増要因：制度融資、
時短協力金 等

増要因：低所得子育て世帯
支援関連給付金 等

増要因：医療提供体制確保 等

（出所）総務省 「地方財政の状況」をもとに作成

（注１）その他に恩給費を含む。（注２）歳出・最終支出ベース。国は一般会計、交付税特会、公共事業関係等の６特別会計の純計、地方は普通会計。

●国・地方の歳出総額

R1 R2 増減

地方 98.8兆円 124.5兆円 ＋25.7兆円

国 73.4兆円 98.0兆円 ＋24.6兆円

合計 172.3兆円 222.5兆円 ＋50.2兆円
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○ 自治体間の広域連携・協力を推進し、自治体が将来展望を持って行政サービスを適切に実施できるよう、持続可能な
行財政基盤を確立することが重要。

自治体行政の効率化（広域連携）

✓ 連携中枢都市圏とは、地方圏において、昼夜間人口比率
おおむね１以上の指定都市・中核市と、社会的、経済的に
一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏のこと。

✓ 相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携
し、コンパクト化とネットワーク化により、人口減少・少子高
齢化社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会
経済を維持するために拠点を形成。

◆連携中枢都市圏を中心とした圏域マネジメント

令和４年４月１日現在、

39市（37圏域）が連携中枢都市圏を形成

（近隣市町村を含めた延べ市町村数：362）

◆都道府県・市町村の二層制の柔軟化

X県

P町 R町

Q町

補完・支援人材活用

✓ それぞれの地域に応じ、都道府県と市
町村の機能を結集した行政の共通基盤
の構築が必要。

✓ 核となる都市がない地域では都道府県
が市町村の補完・支援に本格的に乗り
出すことが必要。

✓ 都道府県・市町村の垣根を越え、専門
職員を柔軟に活用する仕組みが必要。

◆三大都市圏それぞれの最適なマネジメント方法

✓ 三大都市圏については、広域連携が十分に進んでいると
は言いがたい。

✓ 一方、2040年頃にかけて生じる変化・課題は、75歳
以上の急速な増加など、とりわけ今後三大都市圏にお
いて顕著に現れることが見込まれる。

✓ 地域の実情に応じた相互補完的、双務的な役割分担
に基づく広域連携の取組を自ら積極的に進める必要。

（出所）総務省「自治体戦略2040構想研究会第二次報告」、
総務省「連携中枢都市圏の取組の推進」

（出所）総務省「自治体戦略2040構想研究会第二次報告」
（出所）総務省「自治体戦略2040構想研究会第二次報告」をもとに作成

連携中枢
都市

A市

B町

C町

D村

E村

（参考１）奈良県の水道運営の連携（奈良モデル）

H29.10
県営水道と市町村水道を「県域水道」として事業統合し、
一つの経営体で運営する構想を発表

H30.4  「県域水道一体化検討会」を立ち上げ
H31.3 
県域水道一体化の方針「新県域水道ビジョン」を策定

R3.1 
関係団体で「水道事業等の統合に関する覚書」

協議会の設置
基本協定の締結
企業団の設立

R7 事業統合（予定）

県
主
導

（出所） 新県域水道ビジョン（平成31年３月 奈良県）

（医療提供体制の確保）＠備後圏域連携中枢都市圏

圏域内の安定した医療提供体制を確保するため、
高度・急性期医療を担う福山市民病院の機能強化や、
広島県東部の看護師等の人材確保の拠点として、
広島県ナースセンター・サテライト福山を令和元年７月に
開設（広島県）し、離職中の看護師資格保有者への
再就職支援等を実施。

（参考２）圏域マネジメントにおける先行事例

（出所）総務省「連携中枢都市圏の主な取組事例（R4.6時点）」

2015年 2040年 増減比

東京圏 8.7 11.1 27.6%

大阪圏 4.9 5.7 16.3%

名古屋圏 2.9 3.4 17.2%

地方圏 17.4 19.0 9.2％

高齢者数の将来推計 （人口：百万人）圏域

県が自ら市町村と連携し広域化の取組を支援。
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公立病院の経営改革について

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口減少・少子高齢化に伴う医療
需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。

○ このため、令和４年３月、総務省は自治体に公立病院の経営強化プランの策定を要請。限られた医療資源を最大限効率的に活用し、持続可能な
地域医療提供体制を確保することにより、公立病院の経営強化と地方財政の健全化を図ることが重要。

○ 令和２、３年度は顕著な収支改善が見られたが、自治体の普通会計で負担する繰出金の水準は維持されている。今般の黒字は新型コロナ補助金と
いった一時的な要因によるものであり、公立病院の経営改革が阻害されることがあってはならず、経営強化プランを踏まえた取組を着実に進めていく必要。

○ なお、公立病院の経営改善に当たり、収入面の取組により経営改善がなされるケースが多いが、その場合、医療費の増嵩につながり、医療費適正化の
取組と齟齬を来しかねないことに留意する必要。例えば、薬剤・医療材料等の共同購入等による経費節減、委託業務の効率化、人件費の抑制など費
用面からの具体的な取組を進めるべき。

●公立病院への繰出額とその経営状況の推移 （億円）

１．役割・機能の最適化と連携の強化

・地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・機能分化・連携強化

２．医師・看護師等の確保と働き⽅改⾰

・医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）

・医師の働き⽅改⾰への対応

３．経営形態の⾒直し

４．新興感染症の感染拡⼤時等に備えた平時からの取組

５．施設・設備の最適化

・施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・デジタル化への対応

６．経営の効率化等

・経営指標に係る数値目標

●前公立病院改革プラン（H19策定）前後における医業収支比率改善要因

（出所）総務省「公立病院経営改革事例集」（平成28年３月）

平成20年度決算から平成25年度において医業収支比率が５％以上改善した病院
（地方独立行政法人及び指定管理者制度導入病院を除く）

44.7

70.7
88.4

75.1

44.7

20.0
8.9 18.7

10.5 9.3 2.7 6.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100床未満 100床以上300床未満 300床以上 全体

収入減・費用減

収入増・費用減

収入増・費用増

● 「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイ
ドライン」（令和４年３月、総務省）における経営強化プランの内容

各公⽴病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。特に、地
域において中核的医療を⾏う基幹病院に急性期機能を集約して医師・
看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初期救急等
を担うなど、双⽅の間の役割分担を明確化するとともに、連携を強化
することが重要。

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R3年度

繰出額

(うち基準外繰出額)

7,924
(1,013)

8,083
(945)

8,266
(892)

8,269
(920)

8,494
(1,011)

8,411
(949)

収支 ▲1,020 ▲985 ▲860 ▲984 1,366 3,296

（出所）総務省「地方公営企業決算状況調査」
（注１）地方独立行政法人（病院事業）を含む。（注２）収支は、総収益から総費用を差し引いた額。
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17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

20.5

21.0

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

対象職員の100%が引上げ後の定年まで勤務継続するケース

対象職員の50%が引上げ後の定年まで勤務継続するケース

定年を維持していた場合の推移

定年引上げに伴う給与関係経費の変動等について

○ 地方財政計画における給与関係経費の額については、今後、国にあわせ行われる公務員の定年引上げに伴い、引上げ期間中、隔年
で退職手当の大幅な減少が見込まれる。令和５年度以降の地方財政計画の策定においては、こうした費用減を適切に反映すべき。

○ 一方で、こうした手当の節減効果は一過性に留まるほか、歳出を見渡せば、社会保障費はこうした期間にかかわらず継続して増加。

○ 当面の定年引上げ期間においては、退職手当の減少に伴う財源について、その都度足元で費消するのではなく、一般財源総額実質
同水準ルールの趣旨も踏まえ、債務の償還や人件費の変動の平準化など後年度の財政運営を見据えた活用を検討していく必要。

（出所）総務省「令和２年度地方公務員給与実態調査」、「令和４年度地方財政計画」等をもとに作成。

◆ 定年引上げ期間における地方の給与関係経費の機械的試算

（年度）

（兆円）

○ 定年引上げ期間（R5～13年度）における、定年を維持
した場合との差額

総計（R5～13年度）

給与関係経費 ▲２～４兆円程度

うち退職手当 ▲３～５兆円程度

うち退職手当以外 ＋１兆円程度

○ 試算の前提（例）

・ 定年引上げの対象職員について、
・100%勤務継続ケースでは、全員フルタイムで勤務を継続。
・50%勤務継続ケースでは、50%がフルタイムで勤務を継続、
20%が退職後に短時間勤務職員として再任用、30%が退
職後に再就職しない。

・ 新規採用者数について、前年度退職者数と同数（職員数一
定）とすると年度ごとに大きく変動するため、２年ごとに平準化
（前倒しで新規採用を行った年度においては、一時的な調整の
ための増員を措置）。

・ 給与水準は、現時点の水準に固定。60歳を超える職員の給
与は、60歳前の７割に設定。

定年： 60歳 → 61歳 → 62歳 → 63歳 → 64歳 → 65歳

（注１）本試算は、一定の単純な前提を仮置きし、機械的に試算したもの。計数は試算の前提等に応じ変化するものであり、今後の地方財政措置の議論を予断するものではない。

（注２）定年引上げの完成前に、60歳の前後で給与水準が連続的なものとなるよう給与制度を見直すこととされているが、上のグラフは、差し当たり、定年引上げ完成後も現行の給与制
度を仮置きして機械的に推計したものであり、令和14年度以降については仮の計数である。

引上げ年度は
定年退職者が
減少
→退職手当減

引上げ翌年度は
退職者数が回復

引上げ完成後は
概ね横這い
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（出所）総務省（令和４年９月末時点）「マイナンバーカード交付状況について」

【都道府県】 【指定都市】 【特別区】
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（出所）総務省（令和４年９月末時点）「マイナンバーカード交付状況について」

【中核市】 【市町村】


